
 

 

取引の信義則に関する規則 

 
（目的） 

第１条 この規則は、取引参加者規程第５６条の規定に基づき、当取引所が定める行為について規定する。 

 

（定義） 

第２条 派生商品とは、指数（国内の金融商品取引所に上場されている多数の有価証券の価格の水準を総

合的に表したものに限る。以下同じ。）に係る法第２条第２１項第２号に掲げる取引（外国金融商品市

場において行われる類似の取引を含む。以下「指数先物取引」という。）、指数に係る法第２条第２１

項第３号に掲げる取引（外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下「指数オプション

取引」という。）及び指数に係る店頭デリバティブ取引並びにその他配当、利子、分配金又は償還金等

の額があらかじめ定められた方法に従い、指数の数値又は指数先物取引の値段に応じて算出される証券

又は証書（外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。）をいう。 

２ 株価指数連動型投資信託受益証券とは、株価指数連動型投資信託（特定の株価指数に連動する投資成

果を目指す投資信託（外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、これに類するものを含

む。）をいう。）の受益証券をいう。 

３ 取引参加者の子会社・親会社とは、取引参加者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条

第３号に規定する子会社及び取引参加者が他の会社の総株主の議決権（株主総会において決議すること

ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第８

７９条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。）

の５０パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。）又は親会社（会社

法第２条第４号に規定する親会社及び他の会社が取引参加者の総株主の議決権の５０パーセント以上

を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。）である外国において金融商品取引業に類

似する業を行う外国法人をいう。この場合において、取引参加者の子会社が他の会社の親会社である場

合における当該他の会社及び他の会社が取引参加者の子会社の親会社である場合における当該他の会

社は、当該取引参加者の子会社とみなし、他の会社が取引参加者の親会社の親会社である場合における

当該他の会社及び取引参加者の親会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取

引参加者の親会社とみなす。 

４ 現物市場とは、有価証券の売買のために国内の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場をいう。 

５ 派生商品市場とは、派生商品の取引のために開設される取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を

いう。 

６ 有価証券オプション等とは、有価証券オプション（上場有価証券の売買に係る法第２条第２１項第３

号に掲げる取引（外国金融商品市場等において行われる類似の取引を含む。）及び店頭オプション取引

の対象となる有価証券オプション並びに当該有価証券オプションに類似するものをいう。以下この条及

び次条において同じ。）、あらかじめ定められた方法に従い上場有価証券の価格に応じて算出される額

の金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利又は配当、利子、分配金若しくは償還

金等の額があらかじめ定められた方法に従い、上場有価証券の価格に応じて算出される証券若しくは証

書に係る権利をいう。 

 

（取引参加者の行為） 

第３条 取引参加者規程第５６条に規定する当取引所が定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 

（１） 二つの市場にまたがる取引等に関する行為 

（２） 公開買付けに関する行為 

（３） 安定操作取引に関する行為 

（４） その他投資者の保護に欠け又は取引の公正を害する行為 

 

（二つの市場にまたがる取引等に関する行為） 

第４条 前条第１号に規定する二つの市場にまたがる取引等に関する行為とは、取引参加者が、自己又は

当該取引参加者の子会社・親会社若しくは金融商品取引業を営む関係会社の計算による取引（実質的に

投資判断が当該取引参加者に委ねられているものに限る。以下同じ。）等に関して行う次に掲げる行為



 

 

をいうものとする。 

（１） 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品の取引状況に関し

他人に誤解を生じさせ利益を得る目的をもって、他方の商品について仮装の取引を行うこと。 

（２） 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品の取引状況に関し

他人に誤解を生じさせ利益を得る目的をもって、他方の商品についてあらかじめ他人と通謀の上、馴

合いの取引を行うこと。 

（３） 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品について取引を誘

引し利益を得る目的をもって、他方の商品について取引を行うことにより、その値段を変動させる行

為 

（４） 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品について取引を誘

引し利益を得る目的をもって、他方の商品について浮説を流布すること。 

（５） 派生商品を有する者が、当該派生商品の最終決済若しくは権利行使等を自己に有利に行うため、

又は、派生商品の売付けに係る未決済約定を有する者が、権利行使を受けることを防ぐため、現物市

場における取引又は派生商品市場における指数先物取引を行うことにより、意図的に指数若しくは指

数先物取引の値段を変動させ、又は、指数若しくは指数先物取引の値段の上昇若しくは低下を防ぐ行

為 

（６） 有価証券オプション等を有する者が、権利行使若しくは証拠金の算定等を自己に有利に行うた

め、又は、有価証券オプション等の売付けに係る未決済約定を有する者が、権利行使を受けること等

を防ぐため、当該有価証券オプション等の対象である上場有価証券の売買を行うことにより、意図的

に当該上場有価証券の値段を変動させ、又は、当該上場有価証券の値段の上昇又は低下を防ぐ行為 

（７） 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品について相場に重大な影響を与えるおそれ

のある顧客の委託に基づく注文がまもなく発注されることを知りながら、当該注文の発注に先立ち、

これを利用して、利益を得る目的をもって、他方の商品について、取引を行うこと。 

２ 前項に規定する価格連動性を有する二つの商品とは、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 派生商品と上場有価証券 

（２） 株価指数連動型投資信託受益証券と上場有価証券 

（３） 派生商品と株価指数連動型投資信託受益証券 

（４） 有価証券オプションと当該有価証券オプションの対象である上場有価証券 

 

 

（公開買付けに関する行為） 

第５条 第３条第２号に規定する公開買付けに関する行為とは、取引参加者が行う次の各号に掲げる行為

をいうものとする。 

（１） 公開買付けについて公開買付者のために金融商品取引法施行令（昭和４０年政令第３２１号。

以下「施行令」という。）第８条第４項各号若しくは第１４条の３の３第４項各号に掲げる事務を行

う者又は公開買付者を代理して公開買付けによる株券等（法第２７条の２に規定する株券等をいう。

以下同じ。）の買付け等（法第２７条の２に規定する買付け等をいう。以下同じ。）を行う者（以下

「公開買付者の関係者」という。）となる場合に行う次に掲げる行為 

ａ 公開買付者の関係者となることを決定した後において、当該公開買付けに関し、職務上知り得た

特別の情報を他に漏らし又は窃用すること。 

ｂ 公開買付者等（法第２７条の３に規定する公開買付者等をいう。以下同じ。）に売付け等（法第

２７条の２に規定する売付け等をいう。）を行うことを目的として、公開買付者の関係者となるこ

とを決定した後、当該公開買付けについて公告を行う日前において、自己の計算により当該公開買

付けに係る株券等の発行者の発行する株券等の買付け等（取引一任契約に基づく買付け等を含む。）

を当取引所の市場において行うこと。 

（２） その所有する株券等を公開買付けを利用して有利な価格で売り付け、不当な利得を得ることを

目的とする者が行う公開買付けであることを知りながら、当該公開買付けについて公開買付者の関係

者となること。 

（３） 公開買付けについて、株券を買い集め、その銘柄の株券の大量の所有者であることを利用して、

その株券の発行会社の関係者に対し、その意に反して、当該株券を有利に売り付けること又はこれに



 

 

類似する行為を目的とする者の計算による当該銘柄の株券の買付けの受託（有価証券等清算取次ぎの

受託を除く。）を行うこと。 

 

（安定操作取引に関する行為） 

第６条 第３条第３号に規定する安定操作取引に関する行為とは、取引参加者が行う次の各号に掲げる行

為をいうものとする。 

（１） 募集（５０名以上の者を相手方として行うものに限る。以下同じ。）若しくは売出し又は特定

投資家向け取得勧誘（５０名以上の者を相手方として行うものに限る。以下同じ。）若しくは特定投

資家向け売付け勧誘等（役員又は従業員に対する新株予約権の発行その他のストック・オプションと

認められるものの付与に係る募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家

向け売付け勧誘等を除く。）に係る有価証券（時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され

若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券（以下「時価新株予約権証券」という。）

又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券（以下「時価新株予約権付社債券」という。）

以外の新株予約権証券又は社債券及び時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券

（協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。）以外の優先出資証券を除く。）の

発行者が発行する上場株券（時価新株予約権証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘

若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には上場株券又は上場時価新株予約権証券、時価新株予

約権付社債券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧

誘等の場合には上場株券又は上場時価新株予約権付社債券）、上場優先出資証券若しくは上場投資証

券（以下「上場株券等」という。）又は上場投資信託受益証券（投資信託の受益証券をいう。以下同

じ。）について、安定操作取引（施行令第２０条第１項に規定する安定操作取引をいう。以下同じ。）

をすることができる期間（施行令第２２条第２項から第４項までに規定する安定操作期間をいう。以

下「安定操作期間」という。）内において執行する条件の買付けに関して行う次に掲げる行為（有価

証券の売買に係る法第２条第２１項第３号に掲げる取引における権利行使により成立する有価証券

の買付けの受託を除く。） 

ａ 安定操作取引に係る有価証券の発行者であることを知りながら、当該発行者から買付け（安定操

作取引に係る有価証券が上場株券等の場合は、上場株券等の買付けに限り、安定操作取引に係る有

価証券が上場投資信託受益証券の場合は、当該上場投資信託受益証券の買付けに限る。）の受託（有

価証券等清算取次ぎの受託を除く。）をする行為 

ｂ 安定操作取引の委託をすることができる者（施行令第２０条第３項各号に掲げる者をいい、次の

ｃに規定する者及び取引参加者である者を除く。）であることを知りながら、その者から買付けの

受託（有価証券等清算取次ぎの受託及び安定操作取引（ｄに規定する場合以外の場合にあっては、

取引一任契約に基づく安定操作取引を除く。）の受託を除く。）をする行為 

ｃ 安定操作取引に係る有価証券（本邦以外の地域において行われる募集若しくは売出し又は特定投

資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。）の発行者と元引受契

約を締結した外国において金融商品取引業に類似する業を行う外国法人であることを知りながら、

その者から買付け（その者の計算による買付けに限る。）の受託（安定操作取引（ｄに規定する場

合以外の場合にあっては、取引一任契約に基づく安定操作取引を除く。）の受託及び業務規程第２

６条各号に掲げる買付けの受託を除く。）をする行為 

ｄ 安定操作取引に係る有価証券（本邦以外の地域において行われる募集若しくは売出し又は特定投

資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。）の発行者により施行

令第２０条第３項第５号に掲げる者として通知された場合において、自己の計算による買付け（安

定操作取引及び業務規程第２６条各号に掲げる買付けを除く。）、取引一任契約に基づく買付け（安

定操作取引及び業務規程第２６条各号に掲げる買付けを除く。）及び買付けの委託（有価証券等清

算取次ぎの委託（自己の計算による買付け（安定操作取引を除く。）及び取引一任契約に基づく買

付け（安定操作取引を除く。）に係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。）を除く。）をする行

為 

（２） 安定操作取引が最初に行われた時から安定操作期間の末日までの間において、当該安定操作取

引に係る有価証券につき安定操作取引が行われたことを知りながら、その旨を表示しないで行う次に

掲げる行為（有価証券の売買に係る法第２条第２１項第３号に掲げる取引における権利行使により成



 

 

立する有価証券の買付けの受託を除く。） 

ａ 当該有価証券の発行者が発行する株券、優先出資証券、時価新株予約権証券、投資証券又は時価

新株予約権付社債券（安定操作取引に係る有価証券が投資信託受益証券である場合にあっては、当

該投資信託受益証券）について買付けの受託又は売付け（金融商品取引業者若しくは取引所取引許

可業者からの買付けの受託、金融商品取引業者又は取引所取引許可業者への売付け及び有価証券等

清算取次ぎによる売付けを除く。）若しくはその売付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託 

ｂ 当該有価証券の発行者が発行する有価証券の売買に係る法第２条第２１項第３号に掲げる取引

における当該有価証券の買付けを成立させることができる有価証券オプションを取得する立場の

当事者となる取引又は当該有価証券の売付けを成立させることができる有価証券オプションを付

与する立場の当事者となる取引の受託（金融商品取引業者又は取引所取引許可業者からの受託を除

く。） 

 

付 則 

この規則は、当取引所が定める日から施行する。 

（注）「当取引所が定める日」は平成２１年６月１日 

 


